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平成２２年第２回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２２年６月１５日（火曜日） 

午前１０時１２分 開会 

 

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期決定の件 

 第３ 諸般報告 

 第４ 議長報告 

 第５ 市政報告 

 第６ 副市長就任の宣誓 

 第７ 教育長就任の宣誓 

 第８ 報告第７号 例月出納検査結果報告 

 第９ 報告第８号 例月出納検査結果報告 

 第10 報告第９号 例月出納検査結果報告 

 第11 報告第10号 例月出納検査結果報告 

 第12 報告第11号 定期監査報告 

 第13 報告第12号 美唄市土地開発公社の

経営状況説明書提出の件 

 第14 報告第13号 株式会社美唄ハイテク

センターの経営状況説明書提出の件 

 第15 報告第14号 株式会社ベル・カント

の経営状況説明書提出の件 

 第16 報告第15号 繰越明許費繰越計算書

の件（美唄市一般会計） 

 第17 承認第４号 専決処分の承認を求め

る件（美唄市税条例の一部を改正す

る条例） 

 第18 承認第５号 専決処分の承認を求め

る件（美唄市医療費助成条例の一部

を改正する条例） 

 第19 承認第６号 専決処分の承認を求め

る件（平成21年度美唄市一般会計補

正予算（第13号）） 

 第20 議案第44号 権利放棄の件（美唄市

開拓記念厚生会館弁償金） 

 第21 議案第45号 美唄市給与条例の一部

改正の件 

 第22 議案第46号 職員団体のための職員

の行為の制限の特例に関する条例の

一部改正の件 

 第23 議案第47号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の一部変更の件 

 第24 議案第48号 北海道市町村備荒資金

組合規約の一部変更の件 

 第25 議案第49号 美唄市立児童館条例の

一部改正の件 

 第26 議案第50号 美唄市放課後児童施設

条例の一部改正の件 

 第27 議案第51号 美唄市消防長の任命資

格を定める条例制定の件 

 第28 議案第52号 美唄市消防団条例の一

部改正の件 

 第29 議案第53号 美唄市消防団員等公務

災害補償条例の一部改正の件 

 第30 議案第54号 美唄市国民健康保険条

例の一部改正の件 

 第31 議案第55号 美唄市営住宅管理条例

及び美唄市特定公共賃貸住宅管理条

例の一部改正の件 

 第32 議案第56号 平成22年度美唄市一般

会計補正予算（第1号） 

 第33 議案第57号 平成22年度美唄市介護

保険会計補正予算（第1号） 

 

◎出席議員（出席議員（出席議員（出席議員（１１１１５５５５名）名）名）名）    

  議 長  内馬場 克 康 君 
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  副議長  谷 村 孝 一 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １４番  林   国 夫 君 

 

◎欠席欠席欠席欠席議員（議員（議員（議員（１１１１名）名）名）名）    

   ９番  白 木 優 志 君    

 

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  板 東 知 文 君 

 総 務 部 長  藤 井 英 昭 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  中 井 英 雄 君 

 農 政 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  霜 田 公 法 君 

 総務部総務課長  大 崎   聡 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  安 田 昌 彰 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 選挙管理委員会事務局長  秋 場 勝 義 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  鎌 田   覚 君 

 

◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

 事 務 局 長  岡 嶋 博 文 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時１２分 開会 

●議長内馬場克康君 ただいまより、本日を

もって招集されました平成２２年第２回美唄

市議会定例会を開会いたします。 

 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

この場合、教育長から発言を求められてお

りますので、これを許します。 

教育長。 

●教育長安田昌彰君 発言のお許しをいただ

きましたので、一言ごあいさつをさせていた

だきます。 

 美唄市議会並びに美唄市教育委員会のご同

意をいただき、４月１日付けを持ちまして、

美唄市教育委員会教育長に就任いたしました

安田昌彰でございます。 

 教育は、新しい時代を切り開いていく人材

を育む崇高な営みであり、市民の皆様の教育
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に対する期待を思うとき、その使命と責任の

重さを痛感しているところでございます。 

 美唄市は今年、開村１２０年目となります

が、「先人の開拓の心を受け継ぎ、創造的で活

力ある未来を拓く」という、本市教育目標の

推進に向け、学校・家庭・地域が連携し、地

域社会が一体となった取り組みを進めてまい

りたいと考えております。 

 私はもとより微力でございますが、美唄の

子ども達が生き生きと輝き、市民の皆様が心

豊かに暮らすことができるよう、誠心誠意、

努力してまいりますので、議員の皆様には、

ご指導・ご鞭撻を賜りますよう、心からお願

い申し上げましてごあいさつといたします。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

５番 高橋幹夫議員 

６番 阿部義一議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、会期

決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日より６月２４日ま

での１０日間とし、うち６月１６日及び６月

１７日、６月１９日及び６月２０日、６月２

２日及び６月２３日を休会といたしたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんのでそのように決定いた

しました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第３、諸般

報告に入ります。 

 諸般報告については、朗読を省略いたしま

す。 

 諸般報告についてご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって諸般報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第４、議長

報告に入ります。 

 議長報告についても朗読を省略いたします。 

 議長報告についてご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって議長報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第５、市政

報告に入ります。 

市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 平成２２年第２

回市議会定例会に当たり、市政の主なものに

ついて、ご報告申し上げます。 

初めに、専修大学北海道短期大学について

申し上げます。 

去る４月２３日、学校法人専修大学から、

専修大学北海道短期大学の平成２３年度から

の学生募集停止を決定したとの通知がありま

した。同法人からの説明の中では、短大の経

営に関しては、平成１１年度から志願者数の

減少により、入学定員の未充足が続き、極め

て厳しい状況にあり、今後の見通しについて

も明るい展望を見出せないことから、短大の

教育研究を継続することは困難であると判断

したとのことであります。今後については、
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学生が在学する間は、これまでどおり、教育、

進学・就職支援等に万全を期し、短大の施設・

設備等に関しては、市との協議も踏まえ、今

後の措置を決定するとのことでありました。

市といたしましては、今後の対応について短

大を初め、関係者の方々と早急に協議を行い、

決めてまいりたいと考えているところであり

ます。 

次に、平成２１年度各会計決算概要につい

て申し上げます。 

各会計のうち、市立美唄病院事業会計、水

道事業会計及び工業用水道事業会計は３月３

１日をもって、また、一般会計、市民バス会

計、国民健康保険会計、老人保健会計、下水

道会計、介護保険会計、介護サービス事業会

計及び後期高齢者医療会計は５月３１日をも

って、それぞれ出納を閉鎖いたしました。そ

の概要は、別紙のとおりであります。 

なお、一般会計におきましては、地方交付

税の増額や効率的な事業執行に努めたことな

どから、翌年度に繰り越すべき財源を除いた

実質収支で３億２，０３３万７，５２０円の

黒字決算となりました。今後とも財政健全化

を着実に推進することにより、持続可能な行

政運営に全力を挙げて取り組んでまいります。 

以上申し上げまして、報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に、日程の第６、副

市長就任の宣誓に入ります。 

副市長。 

●副市長板東知文君（登壇） 副市長就任に

当たり、美唄市まちづくり基本条例第１８条

第２項の規定に基づき、宣誓を行います。 

宣誓、私は、地方自治法に定める副市長の

職務とその重責を深く自覚し、市長の補佐役

として、市勢の伸展に全力を傾注してまいり

ます。 

ここに、主権が国民にあることを定めた日

本国憲法を尊重するとともに、美唄市まちづ

くり基本条例の理念と基本原則を遵守し、地

方自治の推進と市民福祉増進のため、公平・

公正かつ誠実に職務を遂行することを誓いま

す。 

平成２２年６月１５日。美唄市副市長板東

知文。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 これをもって副市長就

任の宣誓を終わります。 

 

●議長内馬場克康君次に日程の第７、教育長

就任の宣誓に入ります。 

教育長。 

●教育長安田昌彰君（登壇） 教育長就任に

当たり、美唄市まちづくり基本条例第１８条

第２項の規定に基づき、宣誓を行います。 

宣誓、私は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律に定める教育長の職務とその重

責を深く自覚し、本市の教育の振興に全力を

傾注してまいります。 

ここに、主権が国民であることを定めた日

本国憲法並びに教育の本旨を定めた教育基本

法を尊重するとともに、美唄市まちづくり基

本条例の理念と基本原則を遵守し、教育を通

じ、地方自治の推進と市民福祉増進のため、

公平・公正かつ誠実に職務を遂行することを

誓います。 

平成２２年６月１５日。美唄市教育委員会

教育長安田昌彰。 
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どうぞよろしくお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 これをもって教育長就

任の宣誓を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第８、報告

第７号例月出納検査結果報告ないし日程の第

１２、報告第１１号定期監査報告の以上５件

を一括議題といたします。 

 これより、本件について一括質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって報告第７号ないし報告第１１

号の以上５件を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に、日程の第１３、

報告第１２号美唄市土地開発公社の経営状況

説明書提出の件を議題といたします。 

 これより、本件について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって報告第１２号を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に、日程の第１４、

報告第１３号株式会社美唄ハイテクセンター

の経営状況説明書提出の件及び日程の第１５、

報告第１４号株式会社ベル・カントの経営状

況説明書提出の件の以上２件を一括議題とい

たします。 

 これより、本件について一括質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって報告第１３号及び報告第１４

号の以上２件を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に、日程の第１６、

報告第１５号繰越明許費繰越計算書の件を議

題といたします。 

 これより、本件について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって報告第１５号を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第１７、承

認第４号専決処分の承認を求める件ないし日

程の第１９、承認第６号専決処分の承認を求

める件の以上３件を一括議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、承認第４号専決処分の承認を求め

る件であります。 

本件は、専決第１号美唄市税条例の一部を

改正する条例について、地方自治法の規定に

より、去る３月３１日付けで専決処分を行っ

たので報告し、その承認を求めるものであり

ます。 

専決処分を行った美唄市税条例の一部を改

正する条例は、地方税法等の一部を改正する

法律、地方税法施行令等の一部を改正する政

令及び地方税法施行規則等の一部を改正する

省令が、平成２２年３月３１日にそれぞれ公

布され、一部を除き、平成２２年４月１日か

ら施行されたことに伴い、市民税、固定資産

税、都市計画税、市たばこ税及び国民健康保

険税について、必要な改正を行ったものであ

ります。 

改正内容の主なものについて申し上げます

と、個人市民税では、扶養控除の見直しに伴
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った個人の市民税に係る給与所得者及び公的

年金受給者の扶養親族申告書の提出の創設、

６５歳未満の公的年金に係る所得を有する給

与所得者について給与からの特別徴収ができ

ることとした規定の改正。市たばこ税では、

１０月１日以降に売渡しが行われる製造たば

こについての税率の引き上げ。国民健康保険

税では、特例対象被保険者等に係る国民健康

保険税の課税の特例の創設。法人市民税、固

定資産税及び都市計画税では、法改正に伴う

必要な改正を行ったもので、附則において、

施行期日並びに必要な経過措置を設けたもの

であります。 

次は、承認第５号専決処分の承認を求める

件であります。 

本件は、専決第２号美唄市医療費助成条例

の一部を改正する条例について、地方自治法

の規定により、去る３月３１日付けで専決処

分を行ったので報告し、その承認を求めるも

のであります。専決処分を行った美唄市医療

費助成条例の一部を改正する条例は、身体障

害者福祉法施行令等の一部を改正する政令及

び身体障害者福祉法施行規制及び障害者の雇

用の促進等に関する法律施行規則の一部を改

正する省令が、平成２１年１２月２４日にそ

れぞれ公布され、平成２２年４月１日に施行

されたことに伴い、肝機能障害が新たに身体

障害者の認定基準に追加されたことから、必

要な改正を行ったものであります。 

次は、承認第６号専決処分の承認を求める

件であります。本件は、専決第３号平成２１

年度美唄市一般会計補正予算（第１３号）に

ついて、去る３月３１日付けで、地方自治法

の規定により、議案記載のとおり専決処分を

行ったので報告し、その承認を求めるもので

あります。 

第１条、歳入歳出予算の補正につきまして

は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ９０１

万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を１８４億０，６８９万７，０００円とし

たものであります。補正内容について申し上

げますと、平成２１年度一般会計補正予算（第

７号）及び（第８号）で提案し、議決を受け

た小学校耐震化事業及び中学校耐震化事業に

関し、平成２２年３月３１日に完了した実施

設計に基づく耐震補強事業費と、予算計上し

ていた事業費に差異が生じたことから、小学

校耐震化事業については減額、中学校耐震化

事業については増額したものであります。あ

わせて、本事業の財源として予算計上してい

た安全・安心な学校づくり交付金と地域活性

化・公共投資臨時交付金について見込んでい

た交付額が減額となったことから、財源内訳

についても補正を行ったものであります。 

一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する地方交付税、国庫支出金について、

増額・減額し、財源対応いたしました。 

第２条、繰越明許費の補正につきましては、

事業費の変更に伴い変更したものであります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 これより、承認第４号

ないし承認第６号の以上３件について、一括

質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論一括討論一括討論一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって一括討論を終結いたします。 
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これより一括採決一括採決一括採決一括採決いたします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、承認第４号専決処分の承認を求め承認第４号専決処分の承認を求め承認第４号専決処分の承認を求め承認第４号専決処分の承認を求め

る件ないし承認第６号専決処分の承認を求める件ないし承認第６号専決処分の承認を求める件ないし承認第６号専決処分の承認を求める件ないし承認第６号専決処分の承認を求め

る件る件る件る件の以上３件は、原案原案原案原案のとおり承認承認承認承認されま

した。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２０、議

案第４４号権利放棄の件ないし日程の第３１、

議案第５５号美唄市営住宅管理条例及び美唄

市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正の件

の以上１２件を一括議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、議案第４４号権利放棄の件であり

ます。 

本件は、美唄市開拓記念厚生会館に係る裁

判の判決確定に伴う相殺超過額について、判

決の確定以降、納入通知書及び督促状を送付

し、回収に努めてまいりましたが、納入され

ないまま、本年５月１０日を持って民法上の

時効１０年が経過いたしました。時効を迎え

るに当たり、４月１６日に弁護士に会い、時

効までに市が行うべき対応についての相談、

また、４月２１日は会社代表者と直接面談し、

今後の会社再建の見通しや、返済能力の有無

などについて確認いたしましたが、会社代表

者の体調面、経済状況などを総合的に検討し

た結果、今後においても納入される見込みが

ないと判断し、この権利を放棄いたしたく、

地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に

基づき、議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第４５号美唄市給与条例の一部

改正の件であります。 

本件は、労働基準法の一部を改正する法律

において、１週間の正規の勤務時間を超える

勤務に対する時間外勤務手当の支給割合が引

き上げられた事から、本市においても同様の

改正を行うものであります。 

次に、議案第４６号職員団体のための職員

の行為の制限の特例に関する条例の一部改正

の件であります。 

本件は、労働基準法の一部を改正する法律

において、１月６０時間を超える時間外勤務

を行った職員に対して、時間外勤務手当の支

給割合の引き上げ分の支給に変えて、時間外

代休時間を指定できることに伴い、その時間

において、職員団体のための業務または活動

を行うことができることと改め、必要な改正

を行うものであります。 

次に、議案第４７号北海道市町村職員退職

手当組合規約の一部変更の件であります。 

本件は、北海道総合振興局及び振興局の設

置に関する条例が施行されたことに伴い、組

合規約中の文言の整備をするほか、組合を組

織する市町村等の管轄区域を変更する必要が

あることから、規約の一部を変更するもので

あります。 

次に、議案第４８号北海道市町村備荒資金

組合規約の一部変更の件であります。 

本件は、北海道総合振興局及び振興局の設

置に関する条例が施行されたことに伴い、組
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合規約中の町村選出議員の選挙区区域に関す

る規定を変更する必要があることから、規約

の一部を変更するものであります。 

次に、議案第４９号美唄市立児童館条例の

一部改正の件であります。 

本件は、施設の老朽化に伴い、児童館を旧

中央幼稚園に移転することから、必要な改正

を行うものであります。 

次に、議案第５０号美唄市放課後児童施設

条例の一部改正の件であります。 

本件は、施設の老朽化に伴い、中央小学校

区の放課後児童施設を旧中央幼稚園に移転す

ると共に、定員の拡充を行うことから、必要

な改正を行うものであります。 

次に、議案第５１号美唄市消防長の任命資

格を定める条例制定の件であります。 

本件は、市町村の消防長及び消防署長の任

命資格を定める政令の一部を改正する政令に

おいて、消防長の任命資格について、条例で

定める旨を規定されたことから、条例を制定

するものであります。 

次に、議案第５２号美唄市消防団条例の一

部改正の件であります。 

本件は、消防団員を市内居住者のみで確保

する事が難しい現状を踏まえ、防災力の維

持・向上を図るため、市外居住者で勤務地が

美唄市内である者も団員として任命すること

ができる旨の規定をするほか、必要な改正を

行うものであります。 

次に、議案第５３号美唄市消防団員等公務

災害補償条例の一部改正の件であります。 

本件は、児童扶養手当法の一部を改正する

法律において、新たに父子家庭にも児童扶養

手当が支給されることとなったことに伴い、

児童扶養手当法施行令及び非常勤消防団員等

に係る損害補償の基準を定める政令の一部を

改正する政令において、児童扶養手当と消防

団員等に係る損害補償との調整について規定

されたことから、必要な改正を行うものであ

ります。 

次に、議案第５４号美唄市国民健康保険条

例の一部改正の件であります。 

本件は、医療保険制度の安定的運営を図る

ための国民健康保険法等の一部を改正する法

律において、国民健康保険法の一部が改正さ

れたことに伴い、条例中における法令の引用

条項の規定を整備するため、必要な改正を行

うものであります。 

次に、議案第５５号美唄市営住宅管理条例

及び美唄市特定公共賃貸住宅管理条例の一部

改正の件であります。 

本件は、市営住宅における暴力団員の不

法・不当行為を防止し、入居者と周辺住民の

生活の安全と平穏を確保するため、暴力団員

の市営住宅への入居制限等の規定を追加する

ほか、障害者福祉におけるノーマライゼーシ

ョンの普及啓発の上で「害」の字がマイナス

イメージを与えることから、条例中の「障害」

の「害」の字を平仮名表記に改めるものであ

ります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

４４号ないし議案第５５号の以上１２件につ

いては、大綱質疑にとどめ、所管の常任委員

会に付託の上、審査することにいたしたいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんのでそのように決定いた

しました。 

これより議案第４４号ないし議案第５５号

の以上１２件について、一括大綱質疑を行い

ます。 

１３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員 私は、議案第４４号

権利放棄の件に関しまして、市長に大綱質疑

を申し上げたいと思います。 

発言の趣旨でございますが、これは長い期

間を要したわけですけれども、旧東明閣の司

法の場における争いというものが１０年前に

決着をいたしまして、最高裁で判決が確定を

したわけでございます。ここで初めて市が主

張しております株式会社東明閣の立ち退きが

正式に決まり、それに伴う家賃の支払いが裁

判所の確定判決でそのことの決定をされたと。

一方、市にも必要な備品等の購入と、こうい

うものに対する保証金的なものの支払いも求

められたわけでございまして、それらの相殺

をした残りの額に関して、市が債権として今

日まで債権の保全管理をしてきたわけでござ

いまして、非常に長い期間、様々な意味で市

民の皆さんにも関心事ではありましたし、ま

た、美唄市にとって、非常に重い事実という

ものを背負い込んだという歴史的な内容なも

のであるというふうに、私は認識をしてるわ

けでございます。２，７８８万何がしという

金額を放棄をすると、こういうことでござい

まして、議会としてどんな視点で、この議案

に臨むべきかと、どんな視点で審査をすべき

かということを、私なりに随分自問自答した

訳でございますが、やはり、これらの議案に

対して、是か非かという部分の判断をする際

に、その判断の材料がしっかりと提示されて

るのかどうなのか。あわせて、しっかりと提

示をされているとすれば、それらを受けて審

査をした結果、市民の皆さんに、そのことを

説明できうる、そういう審査であるべきだろ

うというふうに思うわけなんです。 

少しく中身に入る分がございます。なるべ

く、委員会付託でございますから、委員会の

中で慎重な審査が行われるだろうと。具体的

な問題については、それらに譲るといたしま

して市長にお尋ねをすると、大所高所でこの

問題を御判断されたということでございます

から、市長がどのような思い、どのような認

識で、こういう決断に至ったのかということ

を重点にして、お尋ねをしたいと思うんであ

ります。 

最初に、これは、平成１２年２月に最高裁

で、高等裁判所の判決後、相手方が上告をし

たのが棄却されまして、市側勝訴の２審判決

が確定をしたということでございますが、こ

れが２０００年、平成１２年の２月の１８日

でございました。この確定判決をした後、こ

れは、相手方の強制執行、市にも債務がござ

いましたから、それを防ぐためにこの強制執

行に対する権利を有する相手方に対して、美

唄市の財産を保全するという視点で、新たに

訴えを提起をしまして、この相殺をして、超

過額を確保したということがございました。

結果として、２０年度末から市の債権として

決算書に載ったというふうに理解をしており

ますが、それから、今日まで市が調定をした

額ですね、どういう推移をしてるのか。当初、

金額ははっきりいたしませんでしたけども、
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月７８万円の家賃の明け渡しまでの期間６千

数百万ですね、それが市の確保できる収入。

一方、相手方に払う部分が３千数百万の利子

を付けてということでございましたが、その

差が、この２千７、８百万というまでは行っ

てなかったというふうに思いますけれども、

これがスタートをした時の調定額と、今日こ

の２，７８８万４，０００円までの推移です

ね。ちょっと振り返ってみたいと思いますの

で、その推移をまずお示しください。 

それから、２つ目は、これは美唄市の債権

でございます。債権に関しましては、地方自

治法に定めがございます。一方、決算書にも

財産に関する調べというのがございまして、

そこに債権という欄がありますが、ここには

計上されていません。ですから、私共が、こ

の議会の場で、この弁償金がどうなってるの

かということを目にできるのは、決算書であ

ります。決算書の決算内容、これがどうなっ

てるかということなんですが、総じて、この

債権という定義に該当するものでございます

が、その保全、それから取り立て、これらに

関して法令で地方公共団体の長が、措置を義

務づけられていることがございます。あるい

は、措置をすることができる内容のものがし

たためられているわけでございます。これら

の事項というものが法令上どういう内容にな

っているのかですね。これは、開拓記念厚生

会館の弁償金というものをあげて、どういう

処置を長が義務づけられているのか。また、

処置することができるというのは一体何なの

か、この辺ちょっと、法令に決めがあるよう

でございますので、どういう内容なのか、少

しく教えていただきたい。 

３つ目ですが、これらの債権の保全、取り

立てと、こういうことに関して、市長は、確

定判決後、美唄市としてこの債権管理のルー

ルどおり遺漏なく適正に行ってきたというふ

うに認識をしているか。認識をしてるから提

案してきたんでしょうが、それをどのように

認識をしたのかですね。 

例えば、財務規則には債権に当たっては、

これは債権管理者が指定をされておりまして、

その債権管理者が債権管理簿をつくって、債

権の発生から順次これらを記録に残しておく

と。これは最終的に決算調整にも使われるわ

けですが、先ほど申し上げましたように、こ

の弁償金に関しては決算書の債権の中に入っ

ていないわけでございまして、しかし、ルー

ル上、債権管理簿に掲載をするということが

必要なことではないかというふうに私は考え

るわけですけれども、これらをご自分で見ら

れて、そして、きちっとルールどおり、保全、

取り立て等の債権管理が行われていたという

ことを、市長ご自身が確認をされたのかどう

か、それとも、そういった書類には目を通さ

ず、信頼できる部下から報告を受けてご判断

なさったのか、その辺の市長の認識と、その

確認の具体的な中身に関して教えていただき

たい。 

最後は、これは債権の回収が困難だという

事を、権利を放棄する理由に記載をされてお

ります。困難だという理由には、会社は登記

上あるが、実際は休眠状態が続いていて、会

社再建の見通しもない。だから回収は困難だ

と判断をしたということでございます。取れ

ないだろうと、放置してもこういう実態なん

でしょう。しかし、これをそうですかという
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ことにもなりませんので、どんな客観的事実

を抑えられて、その事実に基づいて回収が困

難であると判断したのか、ここのところ教え

ていただきたいと思います。 

具体的な内容に関して、個々の内容ですね、

これら冒頭申し上げましたように、委員会で

きっちり審査をされるわけですが、市長が、

言わば一種の大所高所からの判断だと思いま

す。この権利の放棄というのは、私は随分長

いことこの議席に置いていただいてますが、

経験が、私は記憶がございません。おそらく

美唄市が、財政難の美唄市が権利を放棄をす

るということは、それなりのしっかりとした

裏づけと、市長の判断というものに基づいて

行われたというふうに推察しますので、少し

く中身に入った議論になりますが、ひとつ率

直な御答弁をお願いをしたいというふうに思

います。以上でございます。 

●議長内馬場克康君 副市長。 

●副市長板東知文君 答弁準備のため、３０

分程度時間をいただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 理事者より答弁準備に

３０分程度の時間を要するということでござ

いますので、１１時１５分頃まで休憩いたし

ます。 

 

午前１０時４８分 休憩 

午前１１時４３分 開議 

 

●議長内馬場克康君 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

紫藤議員の質疑に対する答弁から入ります。 

市長。 

●市長桜井道夫君 答弁準備に時間をいただ

きありがとうございました。紫藤議員の質問

にお答えします。 

開拓記念厚生会館に係る弁償金につきまし

ては、平成１２年に確定した東明閣側が支払

う６，６１９万５，００９円、市側が支払う

３，８３１万０，７０６円を相殺した金額、

２，７８８万４，３０３円について、平成１

１年度から毎年収入調定をするとともに、納

付の通知及び督促などを行ってきたところで

あります。 

地方自治法において、地方公共団体の長は、

債権について、その督促、強制執行、その他

その保全及び取り立てに関し、必要な措置を

とらなければならないと義務づけられており

ます。 

債権管理のルールについてでありますが、

地方自治法及び財務規則等に基づき、債権管

理を行い、納付書及び督促を行うほか、強制

執行の対象となる資産などの調査を行ってき

たところであります。これまで弁護士とも相

談し、法人登記を確認するとともに、差し押

さえなどの可能性を検討しましたが、対象と

なる資産等もなく、納付の約束なども得られ

ない状況でありました。このため、本年４月

に弁護士に相談の上、代表者と直接面談し、

今後の会社再建の見通しや、返済能力の有無

などについて確認いたしましたが、会社代表

者の体調面、経済状況などを総合的に検討し

た結果、今後においても納入される見込みが

ないと判断したところであります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員 常任委員会の審査の
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先取りみたいなことはしたくありませんので、

あまりしつこく申し上げませんけれど、今ほ

どありましたこの弁償金の額というのは、こ

の１２年間、１円も減ってない。これ、利子

が付かないお金ということらしいですけど。

結局は支払うという、そういう誠意というも

のが客観的に見えないですね。これは裁判闘

争で、市も多額の裁判費用かけ、相手方も当

然８億、９億の、そういう損害賠償と言うん

でしょうか、それを出した時の印紙と言うん

でしょうか、裁判費用含めれば、非常に大き

な費用をかけてきているわけですから、私は

初期の、初期対応、金額が確定したときに直

ちに何をすべきだったのかという意味で、大

きな疑問がございます。これはぜひ委員会の

中で審査経過の中で議論をしていただきたい

と思いますが、私は、市長にお願いしたいの

は、これは非常に長い時間をかけたものでご

ざいまして、今、御答弁にありましたように、

今日、ここにおいでの市議の皆さん方も、当

時の状況とか、判決の内容とか、こういうも

のを十分に理解しているかどうか、これは時

間がたてば、私自身もこれ記憶にないものも

ございますから、少しく委員会審査に対して、

提案する側が自主的にその説明資料を、わか

りやすい説明資料を自らご用意するというの

が、審査を有効に充実した審査にする意味で

も必要でないかと、私は感じました。裁判で

の確定判決の具体的な内容ですね、それから、

１回目にお話しましたけれども、債権管理が

客観的にどういうふうに行われたかというこ

とを、仮に債権管理簿というものがあるとす

れば、それらの一連のこの１０年間の経過で

すね、これらを整理をして示す。それから、

ご答弁では、この法律でこう義務付けられて

ますよということを、概括的な、そういう御

答弁ですが、具体的に何をして、どうしなけ

ればならなかったかということを、根拠法令

等も示して、これらも審査に付すための１つ

の資料として、自主的に御用意するべきでは

なかろうかなと私は思います。委員会は委員

会として自主的にそれは御判断してやる部分

でしょうが、私はそう思うわけであります。

冒頭申しましたように、２，７８０万円の市

民の債権を、これはもういいと、いらないと

いうことで、それを意思決定が議会が求めら

れるわけでありますから、そういう意味で、

ひとつ慎重な私は審査を臨んでいただきたい

し、あわせて、きちっとした説明を、個々の

説明をお願いをしたいと、こういうふうに思

うわけですが、この辺について市長のご見解

をお尋ねしたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 紫藤議員の質問にお答え

します。 

いろいろ説明資料等につきましては、今ど

のようなものを提出するだとか、この辺りは

検討させていただきたいなと思っております。 

いずれいたしましても、公の施設の管理に

つきましては、これまでの議会議論及び裁判

経過含めまして、住民福祉の増進のための施

設という法令の趣旨に基づきまして、適正な

管理に努めてまいりたいと、このように考え

てございます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 これをもって議案第４

４号ないし議案第５５号の以上１２件につい

ての一括大綱質疑を終結いたします。 
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よって、議案第４４号ないし議案第５３号

の以上１０件は総務・文教委員会に、議案第

５４号及び議案第５５号の以上２件は産業・

厚生委員会にそれぞれ付託の上審査すること

に決定いたしました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第３２、議

案第５６号平成２２年度美唄市一般会計補正

予算（第１号）及び日程の第３３議案第５７

号平成２２年度美唄市介護保険会計補正予算

（第１号）の以上２件を、一括議題といたし

ます。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、議案第５６号平成２２年度美唄市

一般会計補正予算（第１号）について、提案

理由をご説明申し上げます。 

本件は、第１条、歳入歳出予算、第２条、

債務負担行為、第３条、地方債について補正

しようとするものであります。 

第１条、歳入歳出予算の補正につきまして

は、歳入歳出の予算総額にそれぞれ１億１，

２６８万６，０００円を増額補正し、補正後

の予算総額を１６０億４，８６６万４，００

０円にしようとするものです。補正内容につ

きまして、歳出から申し上げますと、衛生費

には、子宮頸がんを予防するため、中学３年

生の女子生徒を対象として行う子宮頸がんワ

クチン接種事業に要する経費を、労働費には、

緊急雇用対策として介護従事者を雇用する求

職者介護事業従事委託事業を、ＯＡ業務指導

者を養成するＯＡ指導者養成事業及び美唄フ

ァンポータルサイトの拡充を行いながら、Ｉ

Ｔ技術者を養成する観光情報整備事業に要す

る経費を、農林費には、認定農業者等の育成

確保を図るため必要な、農業機械や施設等の

導入を支援する経営体育成交付金事業に要す

る経費を、教育費には、中央小学校区に新た

に西美唄・茶志内小学校の児童を受け入れる

中央小学校区放課後児童対策事業に要する経

費を、同じく新たに南美唄小学校区に峰延小

学校区の児童を受け入れる南美唄小学校区放

課後児童対策事業に要する経費を、また、テ

ニスコートの老朽化による改修を行うサン・

スポーツランド美唄整備事業に要する経費を、

そのほか、諸支出金には、介護保険会計支出

金をそれぞれ計上いたしました。 

一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する地方交付税、国庫支出金、道支出金、

諸収入、市債をそれぞれ増額補正し、財源対

応をいたしました。 

第２条、債務負担行為の補正につきまして

は、平成２２年度から着手する国営北海土地

改良事業について、事業完了後の平成１３年

度において地元負担割合事業費のうち３％が

市の負担となる債務が発生することから、新

たに債務負担として追加しようとするもので

あります。 

第３条、地方債の補正につきましては、サ

ン・スポーツランド美唄整備事業の実施に伴

い、体育施設整備債を追加しようとするもの

です。 

次に、議案第５７号平成２２年度美唄市介

護保険会計補正予算（第１号）であります。 

本件は、歳入歳出予算について補正しよう
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とするもので、歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ３００万円を増額補正し、補正後の予算総

額を２４億１，９４７万７，０００円としよ

うとするものであります。補正内容につきま

して歳出から申し上げますと、保険給付費に

要介護者等高額医療合算介護サービス給付事

業に要する経費を計上いたしました。 

一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する介護保険料、国庫支出金、道支出金、

支払基金交付金及び繰入金をそれぞれ増額補

正し、財源対応をいたしました。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 今の債務負担行為の中

で年度、平成３１年度ということで記載して

ございますが、１３年度との説明がございま

したので。 

市長。 

●市長桜井道夫君 提案理由の中で、債務負

担の部分ですね、年度が平成３１年というこ

とで訂正願いたいと思います。以上でござい

ます。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

５６号及び議案第５７号の以上２件は大綱質

疑にとどめ、後ほど設置いたします特別委員

会に付託の上、審査することにいたしたいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

これより議案第５６号及び議案第５７号の

以上２件について、一括大綱質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

お諮りいたします。 

議案第５６号及び議案第５７号の以上２件

については、１５人の委員をもって構成する

予算審査特別委員会を設置し、これに付託の

上、審査することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

お諮りいたします。 

ただ今設置されました予算審査特別委員会

の委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、 

吉岡文子議員、森川明議員、 

五十嵐聡議員、高田正則議員、 

高橋幹夫議員、阿部義一議員、 

長谷川吉春議員、米田良克議員、 

白木優志議員、小関勝教議員、 

土井敏興議員、本郷幸治議員、 

紫藤政則議員、林国夫議員、 

谷村孝一議員の以上１５人の議員を指名い

たしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議がありませんので、そのように決定

いたしました。 

 

●議長内馬場克康君 以上をもって、本日の

日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

午前１１時５６分 散会 
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